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これまでは、有機栽培の栽培資材として使用は可能で、収穫後の調整用
資材としては食塩水を電気分解したものに限りましたが、今回の改正に

より有機加工食品の殺菌料としても使用できるようになりました。

（農林水産省告示 第18号）
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農業分野における認可

2014年3月 特定農薬（特定防除資材）への指定

2017年3月  有機農産物の日本農林規格の改正

「ほ場又は栽培上における有害動植物の駆除」→別表2の農薬に限り
使用することができる」別表2に次亜塩素酸水が追加

2024年7月  有機加工食品の日本農林規格の改正

次亜塩素酸水すべてが使用可能に

改正前 改正後

農産物の加工品に使用する場合（食塩水
（99％以上の塩化ナトリウム を含有する食
塩を使用したものに限る。）を電気分解し
て得られた次 亜塩素酸水を使用する場合に
限る。）又は食肉の加工品に用いる動物 の
腸の消毒若しくは卵の洗浄に使用する場合
に限ること。 

農産物の加工品に使用する場合又は食肉の
加工品に用いる動物の腸 の消毒若しくは卵
の洗浄に使用する場合に限ること。
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